
作業員名簿の代理登録 別添６

１．施工体制の代理登録方法

２．技能者の作業員名簿への代理登録方法

施工体制における事業者の登録には、複数の現場に適用できる「代理手続きによる登録方法」がある。

代理手続き事業者が下請事業者に所属する技能者を作業員名簿に登録するためには、技能者の同意が必
要。



作業員名簿の代理登録の活用

 １．及び２．による代理登録を行うことにより、例えば、
・一次下請事業者が、二次や三次の下請事業者の施工体制登録を行う
・一次下請事業者が、二次や三次の下請事業者に所属する技能者について、当該現場の作業員名簿に
登録する

ことができる。
 作業員名簿の登録の際には、技能者の立場（職⾧・班⾧）についても、一次下請事業者が入力し、作

業員名簿に登録することができる。
 代理登録の機能により、所属事業者と上位下請事業者との連携の下、適切な作業員名簿の登録が期待

される。したがって、建設技能者の能力評価制度の適正な運用の観点からも、上位下請事業者による
作業員名簿の代理登録を活用してはどうか。

○現場情報の登録
現場名、工事内容

○自社の作業員名簿の登録
（所属技能者の一覧から作業員を選択し、立場及び作業内容を入力）
（立場や作業内容に変更があった場合は、随時、情報を更新）
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（作業員名簿の登録画面イメージ）

○施工体制登録の流れ
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施工体制の代理登録により、
例えば、一次の下請事業者が
これらの作業を代理して実施
することが可能
（青囲い部分の作業）


